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『
朝
野
群
載
』巻
十
三
の
問
題
点

佐
藤　

道
生

は
じ
め
に

　
『
朝
野
群
載
』は
算
博
士
三
善
為
康
が
編
纂
し
た
漢
文
体
の
模
範
例
文
集
で
あ
る
。
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
後
期
に
至
る
ま
で
の
文
章
約

八
百
篇
を
本
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
巻
頭
に
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
の
序
文
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
の
作
品
を
含
み
、
最

下
限
が
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
長
承
・
保
延
頃
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
全
三
十
巻
、
現
存
二
十
一
巻

で
、
巻
一
か
ら
巻
三
ま
で
の
文
筆
部
は
撰
者
の
文
学
的
関
心
か
ら
、『
本
朝
文
粋
』
に
倣
っ
て
儒
者
・
文
人
に
よ
る
文
章
を
形
式
（
文
体
）
に

従
っ
て
分
類
し
、
こ
れ
に
対
し
て
巻
四
以
下
は
一
転
し
て
、
貴
族
社
会
で
作
成
さ
れ
る
各
種
文
書
の
典
型
例
・
模
範
例
を
関
連
部
署
別
に
巻

立
て
し
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て
分
類
し
て
い
る
。

　

本
書
に
は
彌
永
貞
三
氏
に
よ
る
詳
細
な
解
題
が
備
わ
っ
て
い
る
（『
国
史
大
系
書
目
解
題
』
上
巻
、
一
九
七
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
本
書
に
は
重
複
・
追
補
・
脱
落
な
ど
編
集
上
の
不
備
が
散
見
さ
れ
、
未
定
稿
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
本
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書
の
史
料
的
価
値
は
各
種
文
書
の
実
例
が
文
範
の
視
点
か
ら
集
成
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
が
極
め
て
豊
富
な
点
に
あ
る
と
し
て
い

る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
巻
十
三
に
関
し
て
言
え
ば
、
所
収
の
文
書
は
紀
伝
道
の
制
度
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
史
料
と
し
て
だ
け
で
な

く
、
そ
こ
か
ら
儒
者
の
伝
記
に
関
す
る
情
報
が
得
ら
れ
る
点
で
も
大
き
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
正
月

付
の
文
章
博
士
某
に
よ
る
、
藤
原
有
信
の
策
試
を
申
請
す
る
奏
状
は
、『
本
朝
無
題
詩
』
作
者
で
あ
る
日
野
流
の
儒
者
、
藤
原
有
信
の
伝
記

資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
文
中
に
「
件
有
信
、
去
天
喜
三
年
補
文
章
生
、
康
平
四
年
補
得
業
生
。（
件
ん
の
有
信
、
去
ん
ぬ
る
天
喜
三
年
文

章
生
に
補
し
、
康
平
四
年
得
業
生
に
補
す
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
有
信
の
紀
伝
道
在
籍
時
の
経
歴
と
し
て
、
学
問
料
を
支
給
さ
れ
る
栄
誉

に
は
浴
さ
ず
、
省
試
に
及
第
し
て
一
旦
文
章
生
と
な
っ
た
後
、
文
章
得
業
生
に
進
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
同
巻
に
康
平
六
年
十
月

二
十
六
日
付
の
対
策
文
二
条
、
同
年
十
一
月
八
日
付
の
（
対
策
文
に
関
す
る
）
評
定
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
有
信
が
康
平
六
年
十
一
月
に
対

策
に
及
第
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
よ
う
な
有
信
の
対
策
及
第
以
前
の
主
要
な
経
歴
は
『
朝
野
群
載
』
以
外
の
史
料
か
ら
は
得
ら
れ
な

い
情
報
で
あ
り
、『
朝
野
群
載
』
が
独
自
に
有
す
る
史
料
的
価
値
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

た
だ
、
他
の
史
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
を
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
孤
立
し
た
本
文
は
客
観
性
に
不
安
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

る
。
実
は
『
朝
野
群
載
』
巻
十
三
に
は
、
他
の
史
料
と
齟
齬
し
、
明
ら
か
に
虚
偽
と
見
な
す
べ
き
内
容
を
含
む
文
書
が
見
出
さ
れ
る
。
本
稿

で
は
そ
の
虚
偽
の
記
述
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
朝
野
群
載
』
の
模
範
例
文
集
と
し
て
の
特
徴
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
尚
、『
朝
野

群
載
』
の
本
文
は
東
山
御
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
し
、
尾
州
家
旧
蔵
本
な
ど
を
以
て
私
に
校
訂
し
た
も
の
を
用
い
る
。

一
、
康
平
年
間
の
二
通
の
秀
才
申
文
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『
朝
野
群
載
』
巻
十
三
は
紀
伝
道
上
に
充
て
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
文
書
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

書
詩
体
・
省
試
詩
題
・
試
衆
詩
・
省
試
詩
評
定
文
・
省
試
詩
瑕
瑾
・
学
問
料
申
文
・
秀
才
（
文
章
得
業
生
）
申
文
・
課
試
宣
旨
・
文
章

得
業
生
補
任
官
符
・
策
試
申
文
・
方
略
試
申
文
・
方
略
試
宣
旨
・
問
頭
博
士
申
文
・
問
頭
博
士
宣
下
宣
旨
・
対
策
文
・
対
策
文
評
定
文
・

勧
学
会
廻
文
・
勧
学
会
経
供
養
願
文

　

巻
十
三
に
収
め
る
文
書
で
、
史
実
と
齟
齬
す
る
内
容
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
秀
才
申
文
の
項
目
に
収
め
る
次
の
三
篇
の
申
文

で
あ
る
。

①
「
請
以
文
章
生
正
六
位
上
菅
原
朝
臣
実
平
被
補
文
章
得
業
生
闕
状
」
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
二
月

②
「
請
以
学
生
蔭
孫
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
有
俊
被
補
文
章
得
業
生
闕
状
」
康
平
二
年
（
一
〇
五
九
）

③
「
勧
学
院
学
堂 

請
殊
蒙
天
恩
以
学
生
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
敦
基
補
文
章
得
業
生
献
策
所
状
」
康
平
四
年
（
一
〇
六
一
）
十
一
月
十
五
日

　

本
稿
で
は
、
こ
の
中
か
ら
制
作
年
時
に
康
平
の
年
記
を
持
つ
②
及
び
③
の
申
文
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

二
篇
の
申
文
の
検
討
に
入
る
前
に
、
当
時
の
対
策
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
対
策
と
は
、
紀
伝
道
の
最
高
課
程
に
於

け
る
論
文
試
験
で
あ
り
、
こ
れ
に
及
第
す
れ
ば
、
将
来
儒
職
（
儒
者
と
し
て
の
専
門
職
）
に
就
く
道
が
開
か
れ
た
。
入
学
か
ら
対
策
に
至
る

径
路
は
、
平
安
中
期
ま
で
は
、
例
え
ば
大
江
匡
衡
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
学
生
か
ら
寮
試
に
及
第
し
て
擬
文
章
生
と
な
り
、
さ
ら
に
省

試
に
及
第
し
て
文
章
生
と
な
り
、
文
章
得
業
生
に
推
挙
さ
れ
た
後
、
数
年
を
経
て
対
策
に
応
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
平
安

後
期
に
な
る
と
、
入
学
後
、
学
問
料
を
支
給
さ
れ
た
学
生
（
給
料
学
生
）
が
特
権
的
に
省
試
を
経
る
こ
と
な
く
文
章
得
業
生
に
推
挙
さ
れ
、

対
策
に
臨
む
と
い
う
径
路
が
一
般
的
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
平
安
後
期
、
対
策
制
度
の
運
用
上
慣
例
化
し
て
い
た
事
象
を

箇
条
書
に
ま
と
め
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
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１
、
対
策
に
は
、
文
章
得
業
生
（
定
員
二
名
）
が
上
臈
の
者
か
ら
順
次
応
じ
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
文
章
生
が
一
旦
地
方
官
に
任
官
し
、
方

略
宣
旨
を
蒙
っ
て
献
策
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。『
朝
野
群
載
』
で
は
文
章
得
業
生
が
応
じ
る
試
験
を
策
試
と
呼
び
、文
章
生
出
身
者
が
応
じ

る
試
験
を
方
略
試
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
。

２
、
文
章
得
業
生
が
対
策
に
及
第
し
た
場
合
、
闕
員
と
な
っ
た
文
章
得
業
生
の
替
え
は
給
料
学
生
か
ら
補
充
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
た

給
料
学
生
の
闕
員
は
学
生
か
ら
補
充
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
対
策
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
秀
才
宣
旨
・
給
料
宣
旨
が
下
さ
れ
た
。

３
、
文
章
得
業
生
の
闕
員
に
は
、
穀
倉
院
学
問
料
を
支
給
さ
れ
た
学
生
（
定
員
二
名
）
か
ら
補
充
さ
れ
た
が
、
平
安
後
期
以
降
は
、
こ
れ
に

勧
学
院
学
問
料
を
支
給
さ
れ
た
学
生
（
一
名
）
が
加
わ
り
、
合
計
三
名
が
闕
員
の
枠
を
争
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、『
朝
野
群
載
』
所
収
の
申
文
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
「
請
以
学
生
蔭
孫
正
六
位
上
藤
原
朝
臣

有
俊
被
補
文
章
得
業
生
闕
状
」
の
本
文
と
訓
読
文
と
を
次
に
掲
げ
よ
う
。
こ
の
申
文
を
〔
申
文
Ａ
〕
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
申
請
者
の
文
章

博
士
は
、
有
俊
が
文
章
院
西
曹
の
所
属
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
菅
原
定
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
申
文
Ａ
〕

請
以
学
生
蔭
孫
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
有
俊
被
補
文
章
得
業
生
闕
状

右
件
有
俊
者
、
前
式
部
大
輔
従
三
位
資
業
卿
孫
、
大
学
頭
正
四
位
下
実
綱
朝
臣
之
子
也
。
去）

1
（

天
喜
四
年
給
穀
倉
院
学
問
料
。
謂
其
労
効
、

四
年
于
茲
。
給
料
学
生
随
秀
才
闕
早
被
補
者
例
也
。
爰
文）

2
（

章
得
業
生
大
江
匡
房
、
藤
原
行
家
共
以
献
策
、
徒
有
其
闕
、
未
補
其
替
。
然

間
、
有
限
堂
事
、
自
以
擁
滞
。
有
俊
、
詞
華
春
鮮
、
早
入
繡
林
之
夢
、
学
稼
秋
茂
、
久
待
青
藜
之
星
。
不
挙
若
人
、
何
励
後
輩
。
望
請

天
恩
以
件
有
俊
補
文
章
得
業
生
、
将
令
養
櫲
樟
之
材
。
仍
勒
事
状
、
謹
請　
　

処
分
。
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康
平
二
年　

月　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
章
博
士

（
学
生
蔭
孫
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
有
俊
を
以
て
文
章
得
業
生
の
闕
に
補
せ
ら
れ
む
こ
と
を
請
ふ
状

右
、
件
ん
の
有
俊
は
、
前
式
部
大
輔
従
三
位
資
業
卿
の
孫
、
大
学
頭
正
四
位
下
実
綱
朝
臣
の
子
な
り
。
去
ん
ぬ
る
天
喜
四
年
穀
倉
院
学

問
料
を
給
す
。
其
の
労
効
を
謂
へ
ば
、
茲こ

こ

に
四
年
な
り
。
給
料
学
生
の
秀
才
の
闕
に
随
ひ
て
早
や
か
に
補
せ
ら
る
る
者こ
と

、
例
な
り
。
爰

に
文
章
得
業
生
大
江
匡
房
、
藤
原
行
家
共
に
以
て
献
策
し
、
徒
ら
に
其
の
闕
有
り
、
未
だ
其
の
替
へ
を
補
せ
ず
。
然
る
間
、
有
限
の
堂

事
、
自
ら
に
以
て
擁
滞
す
。
有
俊
、
詞
華
春
鮮
か
な
り
、
早
く
繡
林
の
夢
に
入
る
、
学
稼
秋
茂
る
、
久
し
く
青
藜
の
星
を
待
つ
。
若

か
く
の
ご
とき

人
を
挙
げ
ず
は
、
何
ぞ
後
輩
を
励
ま
さ
む
。
望
み
請
ふ
ら
く
は
、
天
恩 

件
ん
の
有
俊
を
以
て
文
章
得
業
生
に
補
し
、
将
に
櫲
樟
の
材
を

養
は
し
め
む
と
す
る
こ
と
を
。
仍
り
て
事
の
状
を
勒
し
、
謹
ん
で
処
分
を
請
ふ
。（
下
略
））

　
〔
申
文
Ａ
〕
の
言
わ
ん
と
す
る
所
は
「
文
章
得
業
生
の
大
江
匡
房
・
藤
原
行
家
の
二
人
が
対
策
に
及
第
し
た
こ
と
で
、
康
平
二
年
現
在
、
文

章
得
業
生
に
闕
員
が
生
じ
、
北
堂
の
行
事
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
。
文
章
得
業
生
の
替
え
は
給
料
学
生
か
ら
補
充
す
る
こ
と
が
慣
例
で
あ
る

か
ら
、
天
喜
四
年
か
ら
穀
倉
院
学
問
料
を
支
給
さ
れ
て
い
る
藤
原
有
俊
を
文
章
得
業
生
に
補
任
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の

本
文
か
ら
窺
わ
れ
る
史
実
は
、
第
一
に
藤
原
有
俊
が
天
喜
四
年
に
給
料
学
生
と
な
っ
た
こ
と
、
第
二
に
大
江
匡
房
・
藤
原
行
家
が
康
平
二
年
、

或
い
は
そ
れ
以
前
に
対
策
に
及
第
し
、
文
章
得
業
生
に
闕
員
が
生
じ
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
承
け
て
、
康
平
二
年
、
文
章
博

士
菅
原
定
義
は
藤
原
有
俊
を
文
章
得
業
生
に
推
挙
し
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
勧
学
院
学
堂
所
属
の
十
名
に
よ
る
「
請
殊
蒙
天
恩
以
学
生
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
敦
基
補
文
章
得
業
生
献
策
所
状
」
を
掲
げ
よ
う
。
こ
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れ
を
〔
申
文
Ｂ
〕
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

〔
申
文
Ｂ
〕

勧
学
院
学
堂

　

請
殊
蒙　

天
恩
以
学
生
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
敦
基
補
文
章
得
業
生
献
策
所
状

右
、
件
敦
基
、
身
生
儒
家
、
名
聒
文
苑
。
玄
圃
之
玉
瑩
詞
、
繡
林
之
花
結
夢
。
見
其
淵
量
、
泗
水
龍
才
也
。
因
茲
去）

3
（

康
平
二
年
被
給
当

院
学
問
料
矣
。
倩
見
鑽
仰
之
功
、
可
及
櫲
樟
之
業
。
爰
文）

4
（

章
得
業
生
藤
原
友
房
、
同
有
俊
共
蒙
綸
旨
、
献
策
在
近
、〔
給
〕
料
之
者
、
可

補
其
所
。
今
案
事
情
、
同）

5
（

日
給
学
問
料
者
已
三
人
也
。
此
中
給
当
院
料
者
、
敦
基
也
。
当
院
給
料
超
穀
倉
院
給
料
補
茂
才
之
例
、
前
蹤

已
存
。
藤
原
正
家
等
是
也
。
是
則
藤
原
氏
院
其
寄
異
他
之
故
也
。
望
請　
　

天
恩
因
准
先
例
、
以
件
敦
基
補
文
章
得
業
生
、
且
知
氏
族

之
貴
、
且
励
琢
磨
之
思
。
仍
勒
事
状
、
謹
請
処
分
。

　
　

康
平
四
年
十
一
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
頭
蔭
孫
正
六
位
上
藤
原
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
章
生
正
六
位
上
藤
原
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
章
生
正
六
位
上
藤
原
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
章
生
正
六
位
上
藤
原
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
章
生
正
六
位
上
藤
原
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
章
生
正
六
位
上
藤
原
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
章
生
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
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文
章
得
業
生
正
六
位
上
行
丹
後
掾
藤
原
朝
臣
有
俊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
章
得
業
生
正
六
位
上
行
越
前
掾
藤
原
朝
臣
友
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
四
位
上
行
文
章
博
士
兼
讃
岐
介
藤
原
朝
臣
実
範

（
勧
学
院
学
堂
、
殊
に
天
恩
を
蒙
り
学
生
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
敦
基
を
以
て
文
章
得
業
生
献
策
所
に
補
せ
む
こ
と
を
請
ふ
状

右
、
件
ん
の
敦
基
、
身
は
儒
家
に
生
ま
れ
、
名
は
文
苑
に
聒

か
ま
び
す

し
。
玄
圃
の
玉 

詞
を
瑩
き
、
繡
林
の
花 

夢
を
結
ぶ
。
其
の
淵
量
を
見
れ

ば
、
泗
水
の
龍
才
な
り
。
茲
れ
に
因
り
て
、
去
ん
ぬ
る
康
平
二
年
当
院
の
学
問
料
を
給
せ
ら
る
。
倩
ら
鑽
仰
の
功
を
見
れ
ば
、
櫲
樟
の

業
に
及
ぶ
可
し
。
爰
に
文
章
得
業
生
藤
原
友
房
、
同
有
俊
共
に
綸
旨
を
蒙
り
て
、
献
策
近
き
に
在
れ
ば
、
給
料
の
者
、
其
の
所
に
補
す

可
し
。
今
、
事
情
を
案
ず
れ
ば
、
同
日
に
学
問
料
を
給
す
る
者
已
に
三
人
な
り
。
此
の
中
、
当
院
料
を
給
す
る
者
は
敦
基
な
り
。
当
院

給
料
の
穀
倉
院
給
料
を
超
え
て
茂
才
に
補
す
る
の
例
、
前
蹤
已
に
存
す
。
藤
原
正
家
等
、
是
れ
な
り
。
是
れ
則
ち
藤
原
氏
院
、
其
の
寄

せ
の
他
に
異
な
る
の
故
な
り
。
望
み
請
ふ
ら
く
は
天
恩
、
先
例
に
因
准
し
て
、
件
ん
の
敦
基
を
以
て
文
章
得
業
生
に
補
し
、
且
つ
は
氏

族
の
貴
き
を
知
ら
し
め
、
且
つ
は
琢
磨
の
思
ひ
を
励
ま
さ
む
こ
と
を
。
仍
り
て
事
の
状
を
勒
し
、
謹
ん
で
処
分
を
請
ふ
。（
下
略
））

　
〔
申
文
Ｂ
〕
の
大
意
は
「
康
平
四
年
十
一
月
現
在
、
文
章
得
業
生
の
藤
原
友
房
・
藤
原
有
俊
の
二
人
が
既
に
策
試
の
綸
旨
を
蒙
り
、
近
日
中

に
献
策
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
後
任
の
文
章
得
業
生
に
は
康
平
二
年
同
日
に
給
料
学
生
と
な
っ
た
三
人
の
中
か
ら
補
さ
れ

る
の
が
慣
例
で
あ
る
が
、
勧
学
院
学
問
料
を
支
給
さ
れ
た
者
が
穀
倉
院
学
問
料
を
支
給
さ
れ
た
者
よ
り
も
優
先
し
て
文
章
得
業
生
に
補
さ
れ

る
と
い
う
先
例
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
勧
学
院
給
料
学
生
の
藤
原
敦
基
を
他
の
二
人
に
先
ん
じ
て
文
章
得
業
生
に
補
任
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
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も
の
で
あ
る
。

　
〔
申
文
Ｂ
〕
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
史
実
と
し
て
、
第
一
に
藤
原
友
房
・
藤
原
有
俊
の
二
人
が
康
平
四
年
十
一
月
の
時
点
で
策
試
の
綸
旨
を

蒙
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
康
平
二
年
、
給
料
学
生
に
三
名
（
穀
倉
院
学
問
料
二
名
、
勧
学
院
学
問
料
一
名
）
が
補
さ
れ
、
こ
の
内
、
勧
学

院
学
問
料
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
藤
原
敦
基
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
（
康
平
二
年
に
三
名
の
者
が
学
問
料
を
支
給
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
と
同
時
に
文
章
得
業
生
の
闕
員
二
名
も
補
任
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
）
康
平
二
年
に
文
章
得
業
生
に
補
任
さ
れ
た

の
は
藤
原
友
房
・
藤
原
有
俊
の
二
人
で
あ
る
こ
と
等
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、〔
申
文
Ａ
〕
と
〔
申
文
Ｂ
〕
と
は
『
朝
野
群
載
』
で
は
隣
り
合
っ
て
配
列
さ
れ
、
し
か
も
執
筆
年
時
が
二
年
し
か
隔
た
っ
て
い
な

い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
両
者
の
間
に
は
内
容
上
も
密
接
な
関
わ
り
が
見
出
さ
れ
る
。
両
者
を
付
き
合
わ
せ
て
読
め
ば
、
記
述
内
容
に
矛
盾
す

る
所
は
な
く
、
大
江
匡
房
・
藤
原
行
家
の
対
策
及
第
に
伴
っ
て
生
じ
た
文
章
得
業
生
の
闕
員
が
康
平
二
年
、
藤
原
友
房
・
藤
原
有
俊
に
よ
っ

て
補
充
さ
れ
た
こ
と
が
暗
黙
裏
に
了
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
他
の
史
料
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
二
篇
の
申
文
に
は
と
も
に
史

実
に
反
す
る
記
述
の
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
申
文
に
見
ら
れ
る
虚
偽
の
事
実

　

ま
ず
〔
申
文
Ａ
〕
で
問
題
と
な
る
の
は
、
傍
線
部
（
2
）
に
文
章
得
業
生
の
大
江
匡
房
・
藤
原
行
家
の
二
人
が
、
こ
の
申
文
の
書
か
れ
た

康
平
二
年
の
時
点
で
、
と
も
に
対
策
及
第
し
て
い
る
と
記
す
点
で
あ
る
。
匡
房
の
対
策
は
『
公
卿
補
任
』
等
に
よ
っ
て
康
平
元
年
十
二
月

二
十
九
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
た
し
か
に
康
平
二
年
の
時
点
で
匡
房
の
対
策
及
第
は
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
一
方
、
藤
原
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行
家
の
対
策
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
康
平
三
年
四
月
四
日
で
あ
り
、こ
れ
は
〔
申
文
Ａ
〕
の
書
か
れ
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。『
尊
卑
分

脈
』
の
記
事
に
誤
り
の
な
い
こ
と
は
『
中
右
記
部
類
紙
背
漢
詩
集
』
に
見
ら
れ
る
行
家
の
官
職
表
記
に
よ
っ
て
裏
付
け
を
取
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
『
中
右
記
部
類
紙
背
漢
詩
集
』
に
は
行
家
が
康
平
年
間
に
出
席
し
た
二
度
の
詩
会
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。
行
家
（
北
家
藤
原
氏
日
野
流
、正

四
位
下
式
部
権
大
輔
家
経
の
男
）
は
康
平
三
年
二
月
、
世
尊
寺
に
於
け
る
即
事
詩
会
に
「
越
州
員
外
司
馬
行
家
」
と
し
て
出
席
し
て
い
る
。

こ
の
官
職
は
文
章
得
業
生
外
国
（
文
章
得
業
生
を
地
方
官
の
掾
に
任
じ
て
俸
給
を
与
え
る
制
度
）
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

行
家
は
康
平
三
年
二
月
の
時
点
で
ま
だ
文
章
得
業
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
翌
年
の
康
平
四
年
三
月
三
日
、
式
部
少
輔
藤
原
明

衡
の
七
条
亭
詩
会
に
出
席
し
た
時
の
作
者
表
記
は
「
前
文
章
得
業
生
藤
行
家
」
で
あ
り
、こ
れ
以
前
に
対
策
に
及
第
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
中
右
記
部
類
紙
背
漢
詩
集
』
に
よ
れ
ば
、
行
家
の
対
策
が
康
平
三
年
二
月
か
ら
康
平
四
年
三
月
ま
で
の
間
で
あ
っ
た
こ
と
が

導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
尊
卑
分
脈
』
の
伝
え
る
対
策
年
時
と
齟
齬
し
な
い
。
行
家
の
対
策
は
康
平
三
年
四
月
四
日
と
見
て
誤

り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
〔
申
文
Ａ
〕
の
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
康
平
二
年
の
時
点
で
、
藤
原
行
家
は
ま
だ
文
章
得
業
生
で
あ
り
、
対
策

に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〔
申
文
Ａ
〕
の
傍
線
部
（
2
）
は
史
実
に
反
す
る
記
述
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
。

　

次
に
〔
申
文
Ｂ
〕
の
問
題
点
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。〔
申
文
Ｂ
〕
の
傍
線
部
（
3
）
と
（
5
）
と
を
併
せ
読
め
ば
、敦
基
を
含
め
た
三
名

が
康
平
二
年
の
同
日
に
給
料
学
生
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
三
名
の
内
の
少
な
く
と
も
二
名
は
、
同
じ
康
平
二
年
に
給
料
学
生

二
名
が
文
章
得
業
生
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
で
生
じ
た
闕
員
を
充
た
す
た
め
に
補
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
康
平
二
年
に
補
任
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
文
章
得
業
生
が
、
大
江
匡
房
の
替
え
の
一
名
の
み
で
あ
る
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
傍
線
部
（
３
）

（
5
）
の
内
、
少
な
く
と
も
（
5
）
に
同
日
給
料
学
生
に
補
さ
れ
た
人
数
を
「
三
人
」
と
記
す
の
は
事
実
に
反
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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さ
ら
に
ま
た
傍
線
部
（
4
）
も
果
た
し
て
事
実
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
疑
わ
し
い
。
と
い
う
の
は
、『
大
間
成
文
抄
』
巻
八
、
課
試
及

第
、
雖
蔵
人
依
課
試
労
給
官
尻
付
例
に
、「
康
平
七　

治
部
少
丞
藤
有
俊
〈
文
章
得
業
生
〉」
と
あ
り
、
文
章
得
業
生
で
あ
っ
た
有
俊
が
康
平

七
年
に
治
部
少
丞
に
任
官
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
有
俊
は
対
策
及
第
直
後
の
除
目
で
治
部
少
丞

に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
対
策
年
時
は
康
平
六
年
乃
至
七
年
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
康
平
四
年
の
〔
申
文

Ｂ
〕
に
は
「
文
章
得
業
生
藤
原
友
房
、
同
有
俊
共
に
綸
旨
を
蒙
り
て
、
献
策
近
き
に
在
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
康
平
四
年

の
時
点
で
有
俊
が
綸
旨
を
蒙
り
、
献
策
を
間
近
に
控
え
て
い
る
と
い
う
記
述
は
事
実
に
反
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
説
明
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、〔
申
文
Ａ
〕〔
申
文
Ｂ
〕
は
ど
ち
ら
も
史
実
に
反
す
る
記
述
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
一
体
何
故
虚
偽
の
内
容
を
含
む
申
文
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
こ
の
点
を
次
に
明
ら
か
に
し
た
い
。

三
、
本
文
改
変
の
可
能
性
と
そ
の
理
由

　

次
に
掲
げ
る
の
は
『
玉
葉
』
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
五
月
二
十
一
日
条
及
び
同
四
年
三
月
二
十
二
日
条
の
記
事
で
あ
る
。
後
代
の
史
料

で
あ
る
が
、
申
文
に
虚
偽
の
記
載
が
為
さ
れ
た
場
合
を
考
え
る
上
で
、
有
益
な
記
事
で
あ
る
。

〔
承
安
三
年
五
月
二
十
一
日
条
〕
文
章
生
宗
業
〈
経
尹
子
、
称
宗
光
朝
臣
息
云
々
〉
被
方
略
宣
旨
。
而
依
為
非
拠
事
、
被
召
返
了
云
々
。

兼
光
奉
行
云
々
。
仍
被
勘
発
云
々
。
儒
中
称
職
事
矯
飾
之
由
歟
。（
文
章
生
宗
業
〈
経
尹
の
子
、宗
光
朝
臣
の
息
と
称
す
と
云
々
〉
方
略

宣
旨
を
被
る
。
而
れ
ど
も
非
拠
の
事
を
為
す
に
依
り
て
、
召
し
返
さ
れ
了
ん
ぬ
と
云
々
。
兼
光
奉
行
す
と
云
々
。
仍
り
て
勘
発
せ
ら
る
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と
云
々
。
儒
中
、
職
事
矯
飾
す
る
の
由
を
称
す
る
か
。）

〔
承
安
四
年
三
月
二
十
二
日
条
〕
長
光
朝
臣
来
。
…
…
密
語
云
、…
…
又
宗
業
ハ
去
年
被
召
返
方
略
。
似
有
奏
事
不
実
之
咎
。（
長
光
朝
臣

来
た
る
。
…
…
密
か
に
語
り
て
云
ふ
、
…
…
又
た
宗
業
は
去
年
方
略
を
召
し
返
さ
る
。
奏
事
不
実
の
咎
有
る
に
似
た
り
、
と
。）

　

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
文
章
生
藤
原
宗
業
が
一
旦
は
方
略
宣
旨
を
蒙
っ
た
も
の
の
、
申
文
の
内
容
に
虚
偽
の
事
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判

明
し
て
、
宣
旨
を
召
し
返
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
虚
偽
の
事
と
は
、
承
安
三
年
五
月
二
十
一
日
条
の
冒
頭
に
記
さ
れ
る
「
経
尹
子
、

称
宗
光
朝
臣
息
」、
宗
業
が
藤
原
経
尹
（
文
章
生
出
身
の
受
領
）
の
男
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
藤
原
宗
光
（
儒
者
）
の
男
で
あ
る
と
詐
称
し
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
申
文
の
文
中
に
虚
偽
の
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
そ
の
申
文
は
必
ず
無
効
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、『
朝
野
群
載
』
所
収
の
〔
申
文
Ａ
〕〔
申
文
Ｂ
〕
が
実
際
に
作
成
さ
れ
、
除
目
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
申
文
作

者
が
架
空
の
設
定
の
下
に
擬
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
難
い
。
と
す
れ
ば
、『
朝
野
群
載
』
撰
者
の
三
善
為
康
が
本
書
を
編
纂
す
る
に
当

た
っ
て
、
実
作
さ
れ
た
文
書
の
本
文
を
後
に
改
変
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
次
に
そ
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
〔
申
文
Ａ
〕〔
申
文
Ｂ
〕
に
は
、
と
も
に
文
章
得
業
生
二
名
が
同
時
に
対
策
に
応
じ
た
（
或
い
は
応
じ
よ
う
と
し
て
い
る
）
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
た
。
こ
れ
は
虚
偽
の
慣
例
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
当
時
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
章
得
業
生
が
二
名
同
時
に
補
任
さ
れ
、
そ
の
後
同
時
に
対
策
す
る
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
よ
り
後
の
時
期
に
慣
例
化

す
る
の
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
寛
治
年
間
か
ら
大
治
年
間
ま
で
の
間
に
対
策
に
及
第
し
た
者
の
氏
名
、
文
章
得
業
生
に
補
任
さ
れ
た

年
月
日
、
対
策
の
年
月
日
を
一
覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
一
覧
表
か
ら
判
明
す
る

こ
と
は
、
◎
印
を
付
し
た
藤
原
永

範
・
藤
原
能
兼
が
文
章
得
業
生
と

な
っ
た
元
永
元
年
を
画
期
と
し

て
、
対
策
の
制
度
に
一
つ
の
変
化

が
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

変
化
と
は
、
◎
印
の
直
前
ま
で
は

文
章
得
業
生
に
補
任
さ
れ
る
年

時
及
び
対
策
年
時
が
二
名
同
時

と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
永

範
・
能
兼
の
二
人
が
元
永
元
年

十
二
月
三
十
日
、
同
日
に
文
章
得

業
生
に
補
任
さ
れ
た
の
を
境
と

し
て
、
そ
れ
以
後
は
文
章
得
業
生

二
名
の
同
時
補
任
・
同
時
対
策
が

慣
例
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

氏名 所属 任文章得業生年時 対策年時 文章得業生
在任期間

藤原友実 東 ？ 寛治四年（1090） ？
藤原国資 西 寛治元年（1087）12/28 寛治五年（1091）12/24 5年
藤原実光 西 寛治五年（1091）12/29 嘉保二年（1095）12/5 5年
大江有元 東 嘉保元年（1094）12/28 承徳二年（1098）2/3 5年
藤原行盛 西 承徳二年（1098）3/30 康和四年（1102）1/11 5年
大江匡時 東 康和元年（1099）12/29 康和五年（1103）6/3 5年
藤原令明 東 康和四年（1102）12/28 嘉承元年（1106）1/19 5年
藤原尹通 東 康和五年（1103） 嘉承二年（1107）1/10 5年
菅原時登 西 嘉承元年（1106）5/20 天永元年（1110）1/16申請 5年
藤原資光 西 天永元年（1110） 永久二年（1114） 5年
菅原清能 西 文章生から方略宣旨を蒙る 永久二年（1114）1/17 ─
藤原有業 西 ？ 天永二年（1111） ？
藤原顕業 西 天永二年（1111）12/30 永久三年（1115） 5年
藤原国能 西 永久二年（1114）12/30 元永元年（1118）3/27 5年
大江匡周 東 永久四年（1116） 元永元年（1118）11/26 3年

◎ 藤原永範 東 元永元年（1118）12/30 保安三年（1122）2/2 5年
◎ 藤原能兼 東 元永元年（1118）12/30 保安三年（1122） 5年
大江時賢 東 保安三年（1122）12/29 天治元年（1124）11/17 3年
藤原茂明 東 保安三年（1122）12/29 天治元年（1124）11/21 3年
藤原知道 ？（天治元年 1124) 大治元年（1126）12/28 3年
藤原有盛 西（天治元年 1124) 大治元年（1126）12/28 3年
藤原資憲 西（大治元年 1126) 大治三年（1128）1/14 3年
藤原有光 東（大治元年 1126) 大治三年（1128）1/14 3年
藤原範兼 東 大治三年（1128）12/29 大治五年（1130）12/30 3年
藤原永光 東（大治三年 1128） 大治五年（1130）12/30 3年

（対策年時一覧）



『藝文研究』第 104号

（332）

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、〔
申
文
Ａ
〕〔
申
文
Ｂ
〕
の
二
篇
の
申
文
は
康
平
の
年
記
を
有
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
内
容
的
に
は
康

平
か
ら
六
十
年
後
に
当
た
る
元
永
・
保
安
年
間
以
降
に
定
着
す
る
慣
例
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
朝
野
群
載
』
が
永
久
四
年
に

一
旦
成
立
し
た
が
、
そ
の
後
も
増
補
作
業
が
行
な
わ
れ
、
長
承
・
保
延
頃
に
一
応
の
成
立
を
見
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
対

策
制
度
の
上
に
大
き
な
変
化
の
現
れ
た
元
永
・
保
安
年
間
以
降
と
は
、
ま
さ
に
三
善
為
康
が
『
朝
野
群
載
』
を
編
纂
し
て
い
た
時
期
に
当
た

る
。

　

こ
こ
で
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
が
、『
朝
野
群
載
』
に
は
撰
者
三
善
為
康
の
生
存
し
て
い
た
当
時
の
文
書
が
前
代
の
文
書
に
比
べ
て
圧
倒
的

に
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
当
代
尊
重
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
彌
永
貞
三
氏
は
そ
の
解
題
の
中
で
、『
朝
野
群

載
』
所
収
文
書
の
年
時
別
分
布
表
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
時
代
が
降
る
に
し
た
が
っ
て
文
書
の
数
が
多
く
な
る
傾
向
が
見
て

取
れ
、
そ
の
頂
点
は
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
か
ら
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
ま
で
の
間
で
あ
り
、
こ
の
期
間
に
作
成
さ
れ
た
文
書
が
圧
倒

的
に
多
い
の
で
あ
る
。
永
久
四
年
と
は
『
朝
野
群
載
』
の
序
文
が
執
筆
さ
れ
た
年
で
あ
る
。『
朝
野
群
載
』
の
編
纂
が
何
如
に
同
時
代
を
意

識
し
て
為
さ
れ
た
か
を
、
年
時
別
分
布
表
は
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
当
代
の
文
書
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
取
り
も
直
さ

ず
、
本
書
が
実
用
性
を
第
一
義
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
前
代
に
作
成
さ
れ
た
文
書
の
本
文
中
に
編
纂
当
時

の
慣
例
に
合
わ
な
い
記
述
が
存
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
当
時
の
慣
例
に
従
っ
て
書
き
改
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
等
不
思
議
で

は
な
い
。
撰
者
三
善
為
康
は
む
し
ろ
当
代
の
慣
習
に
合
致
す
る
よ
う
に
適
切
な
修
正
を
施
し
て
こ
そ
、
実
用
的
な
模
範
例
文
集
と
し
て
の
評

価
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。〔
申
文
Ａ
〕〔
申
文
Ｂ
〕
に
虚
偽
の
記
述
が
見
ら
れ
る
理
由
を
、
私
は
以
上
の
よ
う
に

推
測
し
た
い
。
ま
た
、
為
康
が
本
文
の
修
正
を
施
し
た
時
期
は
、『
朝
野
群
載
』
の
編
纂
が
最
終
段
階
を
迎
え
る
長
承
・
保
延
年
間
に
近
い
時

期
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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『
朝
野
群
載
』
に
収
め
る
文
書
の
中
に
、
本
文
に
改
変
の
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
朝
野
群
載
』
が
た
ん
な
る
文

書
の
集
成
・
保
存
を
意
図
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
用
書
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
編
纂
書
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
文
の
改
変
が
制
度
運
用
の
先
例
に
関
す
る
記
述
に
集
中
し
て
為
さ
れ
て
い
る
点
を
見
れ
ば
、『
朝
野
群
載
』
所
収

文
書
を
歴
史
資
料
と
し
て
利
用
す
る
に
際
し
て
は
、
で
き
る
限
り
他
の
史
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
を
取
る
な
ど
の
、
慎
重
な
手
続
き
が
必
要
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
、
こ
の
こ
と
は
巻
十
三
の
み
を
考
察
対
象
と
し
て
下
し
た
結
論
で
あ
り
、
今
後
は
他
巻
に
つ
い
て
も
同
様
の

事
例
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

四
、
巻
十
三
に
収
め
る
他
の
文
書
の
検
討

　

さ
て
、『
朝
野
群
載
』
に
当
代
の
慣
習
を
重
ん
じ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
巻
十
三
に
収
め
る
そ
の
他
の
文
書
、
例
え
ば
冒

頭
に
触
れ
た
藤
原
有
信
の
策
試
を
申
請
す
る
奏
状
に
つ
い
て
も
、
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
〔
申
文
Ｃ
〕
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
て
、
本
文
と
訓
読
文
と
を
次
に
掲
げ
る
。

〔
申
文
Ｃ
〕

請
被
下　

宣
旨
於
式
部
省
令
課
試
文
章
得
業
生
正
六
位
上
丹
後
大
掾
藤
原
朝
臣
有
信
状

右
、
件
有
信
、
去
天
喜
三
年
補
文
章
生
、
康
平
四
年
補
得
業
生
。
先
後
之
労
、
九
年
于
茲
。
螢
雪
之
功
差
淹
、
櫲
樟
之
材
既
長
。
倩
案

傍
例
、
得
業
生
之
後
及
三
箇
年
奉
試
之
者
、
蹤
跡
多
存
。
就
中
有
信
、
韜
淵
量
於
学
海
、
伝
華
文
於
儒
林
。
早
攀
一
枝
之
月
桂
、
送
数
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稔
之
星
楡
。
見
其
偉
器
、
最
堪
推
薦
。
望
請　

天
恩
早
降
綸
旨
、
令
件
有
信
、
遂
揚
庭
之
志
矣
。
仍
勒
事
状
、
謹
請　

処
分
。

　
　
　

康
平
六
年
正
月　

日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
章
博
士

（
宣
旨
を
式
部
省
に
下
さ
れ
、
文
章
得
業
生
正
六
位
上
丹
後
大
掾
藤
原
朝
臣
有
信
を
課
試
せ
し
め
む
こ
と
を
請
ふ
状

右
、
件
ん
の
有
信
、
去
ん
ぬ
る
天
喜
三
年
文
章
生
に
補
し
、
康
平
四
年
得
業
生
に
補
す
。
先
後
の
労
、
茲
こ
に
九
年
な
り
。
螢
雪
の
功

差や
や

淹ひ
さ

し
く
て
、
櫲
樟
の
材
既
に
長
し
。
倩
ら
傍
例
を
案
ず
れ
ば
、
得
業
生
の
後
三
箇
年
に
及
ん
で
奉
試
す
る
の
者
、
蹤
跡
多
く
存
す
。

就
中
有
信
は
、
淵
量
を
学
海
に
韜
み
、
華
文
を
儒
林
に
伝
ふ
。
早
く
一
枝
の
月
桂
を
攀
ぢ
て
、
数
稔
の
星
楡
を
送
る
。
其
の
偉
器
を
見

れ
ば
、
最
も
推
薦
に
堪
ふ
。
望
み
請
ふ
ら
く
は
天
恩
、
早
や
か
に
綸
旨
を
降
し
、
件
ん
の
有
信
を
し
て
、
揚
庭
の
志
を
遂
げ
し
め
む
こ

と
を
。
仍
り
て
事
の
状
を
勒
し
、
謹
ん
で
処
分
を
請
ふ
。（
下
略
））

　
〔
申
文
Ｃ
〕
の
趣
旨
は
「
文
章
得
業
生
の
藤
原
有
信
は
天
喜
三
年
文
章
生
に
な
っ
て
か
ら
、
康
平
六
年
の
今
に
至
る
ま
で
、
九
年
の
研
鑽
を

積
ん
で
い
る
。
ま
た
文
章
得
業
生
に
な
っ
て
か
ら
既
に
三
年
が
経
過
し
、
対
策
に
応
じ
る
資
格
を
有
し
て
い
る
の
で
、
対
策
の
綸
旨
を
降
し

て
欲
し
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
傍
線
部
に
「
倩
ら
傍
例
を
案
ず
れ
ば
、
得
業
生
の
後
三
箇
年
に
及
ん
で
奉
試
す
る
の
者
、
蹤
跡
多
く
存
す
」

と
、
文
章
得
業
生
に
な
っ
て
か
ら
三
年
を
経
て
対
策
に
応
じ
る
先
例
が
多
く
見
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
件
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
章
得
業

生
に
補
任
さ
れ
て
後
三
年
を
経
過
し
た
有
信
が
対
策
に
応
じ
る
の
に
相
応
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
上
で
、
重
要
な
根
拠
と
な
る

記
述
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
実
際
に
、
対
策
に
至
る
ま
で
の
文
章
得
業
生
在
任
期
間
は
慣
例
と
し
て
三
年
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
康
平
以
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前
の
対
策
に
関
す
る
記
録
が
殆
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、『
二
中
歴
』
巻
十
二
、
登
省
歴
に
は
「
秀
才
課

試
、
広
業
〈
二
年
〉、
資
業
〈
三
年
〉、
其
子
孫
皆
三
年
課
試
。
国
資
〈
五
年
〉
課
試
依
例
也
」
と
、
文
章
得
業
生
に
な
っ
て
か
ら
対
策
ま
で

の
年
限
は
五
年
が
慣
例
で
あ
る
が
、
北
家
日
野
流
の
出
身
者
は
優
遇
さ
れ
、
三
年
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
有
信
は
実
綱
の
三
男
で
あ

り
、
資
業
の
孫
に
当
た
る
か
ら
、
ま
さ
に
日
野
流
の
出
身
者
に
該
当
す
る
。
有
信
の
前
後
で
は
、
広
業
孫
の
正
家
が
永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）

文
章
得
業
生
、
同
三
年
対
策
及
第
で
二
年
（『
朝
野
群
載
抄
』）、
資
業
男
の
実
政
が
長
暦
元
年
（
一
〇
三
七
）
十
二
月
文
章
得
業
生
、
長
久
元

年
（
一
〇
四
〇
）
十
二
月
二
十
一
日
対
策
及
第
で
四
年
（『
公
卿
補
任
』）、実
政
男
の
清
宗
が
承
保
元
年
（
一
〇
七
四
）
十
二
月
二
十
九
日
文

章
得
業
生
、
同
三
年
十
二
月
二
十
一
日
対
策
及
第
で
三
年
（『
大
間
成
文
抄
』
巻
八
、
課
試
及
第
）
と
区
々
だ
が
、
資
業
と
そ
の
孫
清
宗
に

先
例
が
あ
る
よ
う
に
、
三
年
の
者
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
傍
線
部
を
虚
偽
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
掲
の

一
覧
表
中
、
国
資
・
実
光
・
行
盛
・
資
光
・
有
業
・
顕
業
・
国
能
と
い
っ
た
面
々
は
み
な
日
野
流
に
属
す
る
か
ら
、
寛
治
年
間
以
降
は
、
日

野
流
出
身
者
で
あ
っ
て
も
、
文
章
得
業
生
に
な
っ
て
か
ら
五
年
を
経
て
対
策
に
臨
む
と
い
う
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
が
、
先
に
見
た
文
章
得
業
生
二
名
の
同
時
補
任
・
同
時
対
策
に
切
り
替
わ
る
の
と
揆
を
一
に
し
て
、
三
年
に
短
縮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一

覧
表
を
見
れ
ば
、
大
江
時
賢
・
藤
原
茂
明
を
境
と
し
て
、
文
章
得
業
生
在
籍
年
限
が
五
年
か
ら
三
年
に
短
縮
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ

う
。

　
〔
申
文
Ｃ
〕
に
本
文
の
改
変
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、仮
に
本
文
の
改
変
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、〔
申
文
Ｃ
〕
が
『
朝

野
群
載
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
文
中
に
文
章
得
業
生
在
任
期
間
の
康
平
頃
の
慣
例
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
三
年
が
、
た
ま

た
ま
『
朝
野
群
載
』
編
纂
当
時
の
慣
例
に
合
致
し
て
い
た
と
い
う
理
由
に
因
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、〔
申
文
Ｃ
〕
が
『
朝
野

群
載
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
期
は
天
治
元
年
以
降
の
こ
と
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
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〔
参
考
文
献
〕

彌
永
貞
三
「
朝
野
群
載
」（『
国
史
大
系
書
目
解
題
』
上
巻
、
一
九
七
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）

木
本
好
信
「
解
題　
『
朝
野
群
載
』
と
三
善
為
康
」（『
朝
野
群
載
総
索
引
』、
一
九
八
二
年
、
国
書
刊
行
会
）

高
田
義
人
「『
朝
野
群
載
』
写
本
系
統
に
つ
い
て
の
試
論
―
慶
長
写
本
・
東
山
御
文
庫
本
・
三
条
西
本
・
葉
室
本
を
中
心
と
し
て
―
」（『
書
陵
部
紀
要
』

第
五
十
四
号
、
二
〇
〇
三
年
）

五
味
文
彦
「
文
士
と
諸
道
の
世
界　
『
朝
野
群
載
』
を
読
み
解
く
」（『
書
物
の
中
世
史
』、
み
す
ず
書
房
）

高
田
義
人
「『
朝
野
群
載
抄
』
に
つ
い
て
」（『
栃
木
史
学
』
第
十
八
号
、
二
〇
〇
四
年
、
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
史
学
会
）

朝
野
群
載
研
究
会
「『
朝
野
群
載
』
巻
二
二
：
校
訂
と
註
釈
（
1
）
〜
（
6
）」（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
第
十
一
号
〜
第
十
六
号
、
二

〇
〇
七
年
〜
二
〇
一
二
年
）

後
藤
昭
雄
「『
朝
野
群
載
』
文
筆
部
考
―
文
体
論
の
視
点
か
ら
」（『
本
朝
漢
詩
文
資
料
論
』、
二
〇
一
二
年
、
勉
誠
出
版
）

〔
附
記
〕
本
稿
は
二
〇
一
二
年
九
月
三
十
日
、
第
三
十
一
回
和
漢
比
較
文
学
会
大
会
（
於
同
志
社
女
子
大
学
）
で
行
な
っ
た
「『
朝
野
群
載
』
巻
十
三

所
収
の
秀
才
申
文
三
篇
は
実
作
か
」
と
題
す
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
小
野
泰
央
氏
か
ら
「
申
文
の
本
文
中
、
発
表
者
が
後
代

の
改
変
と
見
な
し
た
部
分
は
、
申
文
に
特
有
の
誇
張
表
現
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の
批
判
を
受
け
た
。
た
し
か
に
申
文
の
中
に
は
誇
張
表

現
の
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
誇
張
表
現
は
申
文
当
事
者
の
経
歴
に
関
わ
る
部
分
に
存
す
る
も

の
で
あ
り
、
申
文
作
者
自
身
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
私
が
本
稿
で
問
題
と
し
た
の
は
、『
朝
野
群
載
』
所
収
の

申
文
に
そ
の
日
付
の
時
点
で
誰
の
眼
か
ら
見
て
も
明
白
な
虚
偽
の
記
載
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
虚
偽
の
記
載
は
本
来
申
文
中
に
存
し

た
も
の
で
は
な
く
、
後
人
の
所
為
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
小
野
氏
の
言
う
誇
張
表
現
と
は
全
く
次
元
を
異
に
す
る
も
の
だ
と
思
う
。


